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月のお知らせ７

■国民年金保険料免除制度
　国民年金には、所得が少なく保険
料を納めることが困難な場合に、本
人の申請により保険料納付が免除さ
れる「保険料免除制度」があります。
●27年度免除申請期間(H27.7月～
　H28.6月)※H26年中の所得で審査
　免除申請は2年1カ月前の月分ま
でさかのぼってできます。また、７
月以降引き続き一部免除を希望す
る方は、手続きが必要です。（継続申
請を希望の方で、全額免除・納付猶
予が承認された方は手続き不要）
　申請が遅れると、障害基礎年金な
どの給付が受けられないこともあ
ります。早めに手続きしてください。
□問 保険年金課給付年金係☎355-6498

■あなたの固定資産をご確認ください
　土地、家屋について、震災の影響
による異動（売買・相続、解体など）
が多くみられます。過去の納税通知
書、7月発送の平成27年度納税通知
書（課税明細書）、課税台帳などで資
産内容を確認してください。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■固定資産税に関する縦覧、路線価
　の公開および各種証明書の発行
と　き　7月1日㈬～31日㈮の平日
　　8：30～17：00（浦戸諸島開発
　　総合センターは16：30まで）
ところ　税務課固定資産税係、浦戸
　　　　諸島開発総合センター（浦
　　　　戸居住者所有分）
持ち物　印鑑・身分証明書・委任状
　　　　（本人以外が窓口に来る場合）
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■水道メーターの定期交換をして
　います
　計量法により有効期限が近づい
た水道メーターを交換しています。
対象となるご家庭には、業務を受託
した業者が事前に交換予定日をお
知らせし、交換に伺います。受託業
者がご家庭を訪問する際は、水道部
指定の身分証明書を必ず携帯して
います。万が一不審に思ったときは
身分証明書の提示を求めてくださ
い。交換費用は無料です。
□問 水道お客さまセンター☎364-1411

■認定証と確認証の更新手続きは
　お済みですか？
○介護保険負担限度額認定証(食
費・居住費の軽減制度)
○社会福祉法人等利用者負担軽減
確認証(自己負担額の１/４軽減）
　介護保険施設の入所またはショ
ートステイを利用する低所得者の
負担軽減措置の適用を受けるため
には、上記認定証や確認証の提示が
必要です。詳しくは、広報しおがま
6月号(14ページ)をご覧ください。
□問 長寿社会課介護保険係☎364－1204
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身体障害者福祉協会（北浜４-6-52）
生活介護事業「あすなろ」（塩釜ガス体育館となり）
市民相談室　電話でもどうぞ
市民相談室　電話でもどうぞ
塩釜公共職業安定所
青少年相談センター （公民館）
青少年相談センター（公民館） 予約制
けやき教室（公民館本町分室） 
しおがま子育て支援センター
保健センター
ファミリーダイヤル　子育て支援課（壱番館1階）
長寿社会課（壱番館1階）
保健センター
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）
市民相談室
仙台法務局塩竈支局（袖野田町3-20）
宮城県母子福祉センター（宮城野区安養寺） 
塩釜保健所（北浜4-8-15）
本庁２階会議室　※裁判･係争中のもの･法人･営利に関しては対象外。
事前手続きが必要〈予約は7月1日㈬9:00から市民相談室で受け付け〉 
受け付けは警察相談センター ☎266－9110 DVやストーカー被害でお困りの方などは相談を
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☎363－5504

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容

「年金情報流出」を口実にした“振り込め
詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意を！
　自宅や職場などに日本年金機構や
機構の職員を名乗る電話がかかって
きたら、迷わずお電話ください。
コールセンター　☎0120-818211
( 受付時間８:30 ～ 21:00)
警察相談専用電話　＃９１１０
日本年金機構では「年金情報流出」に
関して次のようなことはありません。
①お客様に電話すること。
②お客様にお金を要求すること。
③お客様にＡＴＭ操作をお願いす
　ること。
④お客様の個人情報(家族構成など)
　を確認すること。


